









令和７年度　第２回大阪府障がい者自立支援協議会
ケアマネジメント推進部会










日時　令和８年３月２日（月）
午後５時００分から午後７時００分まで
場所　大阪府立障がい者自立センター
１階　大会議室（一部WEB参加）




○事務局
　定刻となりました。ただいまから「令和７年度第２回大阪府障がい者自立支援協議会ケアマネジメント推進部会」を開催いたします。
　委員の皆さまには、ご多忙の中ご出席いただき、誠にありがとうございます。私は、本日の司会進行を務めます、地域生活支援課の菅です。
　初めに、大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課長の奥野よりご挨拶いたします。

○事務局
　大阪府地域生活支援課長の奥野です。大阪府障がい者自立支援協議会ケアマネジメント推進部会の令和７年度第２回目の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　委員の皆さま方には、大変お忙しい中、自立センターまでご足労いただき、ありがとうございます。また、リモートでも参加いただき、ありがとうございます。
　今年度は、地域移行を進めるための「地域生活促進アセスメントマニュアル」最終（案）に基づき、モデル市町村へお願いをし、アセスメントの試行実施をいただきました。本日の部会においては、このマニュアル（案）の試行実施結果を中心に事務局から説明し、令和８年度の全市町村での実施に向けて、様々な意見を賜りたいと考えています。
　委員の皆さまの豊富なご経験や深い見識により、忌憚のないご意見をいただきたいと思います。
　簡単ですが、私からの挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○事務局
　続いて、本日出席の委員を紹介いたします。まず、対面での出席は、潮谷部会長と永吉委員です。どうぞよろしくお願いいたします。
　リモートによる出席は、宮﨑委員、由井委員です。よろしくお願いいたします。なお、小口委員は所用のため、欠席されています。
　本部会の運営要綱規定により、出席委員が過半数に達しているため、会議が有効に成立していることを報告いたします。
　事務局からは、地域生活支援課、生活基盤推進課及び障がい者自立相談支援センターの担当職員が出席しています。
　次に、配布している資料を確認いたします。
　まず、本日の次第、委員名簿、配席図です。
　・資料１「地域生活促進アセスメントマニュアル」
　・資料２「市町村の相談支援体制アセスメント実施結果概要」
　・資料３「令和７年度障がい者相談支援事業の実施状況等の調査結果概要」
です。資料のタイトルがさまざまついているため、過不足等がありましたら、進行する中でも声を掛けていただければ説明いたします。
　なお、本会議は、大阪府会議の公開に関する指針及び本部会運営要綱第９条の規定に基づき公開といたします。また、議事録等作成のため、録音をいたしますので、ご了承願います。
　それでは、本日の議事に入ります。ここからの議事進行については、潮谷部会長にお願いいたします。

○部会長
　お願いいたします。では、令和７年度第２回目の部会ということで、地域生活促進アセスメントマニュアルについての実施結果を踏まえ、今回、マニュアルの完成ということをメインに審議を進めていきます。
　本日の議論をまとめたうえで、令和８年度からの全市町村での実施に向けて普及周知をする予定です。議題１について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局
　地域生活アセスメントマニュアルの最終版完成に向けて今年度、アセスメントの試行実施をパートナーの市町村にお願いをしており、そこから得た意見等を反映したアセスメントシート及びマニュアルを委員の皆さまには配っています。
　アセスメントのワーキング会議についても令和８年１月２２日にオンラインで実施しており、本日、参加されている委員にも意見をいただきながら実施をしました。
　ワーキングの中でも実施をした感想をいろいろといただいているため、後ほど、実際に行った感想や、「このような箇所を注意した。」という部分を委員から紹介をいただければと思います。
　最初に、「入所待機者アセスメントシート」を準備ください。大きな項目については、パートナーの皆さま方からの意見はいただいていませんが、わかりにくい部分、作り変えて欲しいという部分の意見を踏まえ、内容を変えています。
　「入所待機者アセスメントシート」については、「経済状況」の部分で、「主なものを選ぶ」という箇所で選択肢を新たに追加しています。前回、この部分は自由記述になっていたのですが、選択肢で選ぶことができたほうがわかりやすいという意見をいただいたので、そのように変更しています。
　次に「地域社会資源の利用状況」という箇所で、こちらについても「現在利用をしている社会資源で主なものを選ぶ」と変更をしています。
　また、「経済的制度による社会資源」についても選択の項目を付けていて、「障がい者手帳所持による割引や減免」を追記しました。
　前回は、選択項目をすべてシートに記載し、不必要なものを削除した形で、「必要なものを残してください。」という書きぶりだったのですが、こちらについても選択肢から選ぶほうがわかりやすいということで、選択肢から選ぶという形で修正しています。
　次のページです。「地域生活への本人の思い」という欄です。上から３番目の「地域生活の継続に関する説明の理解度について」という部分で、「理解度」という表現がわかり辛いという意見があったため、「説明の理解について」という形にしています。また、選択肢についても「理解できる」、「理解できない」、「理解できているか判断できない」という形に修正しました。
　また、本人が希望する地域生活の「住まい」という箇所で、選択肢の中に「意思確認が困難」がなかったため、こちらについても追記しています。
　次の「日常生活の状況」という部分について、「移動について」とまとめて一つの項目で聞いていた箇所を両方とも同じ項目で回答をすることは難しいという意見をいただいたため、「移乗について」という部分と「移動について」という形で分けました。
　次に「社会生活の状況」で、「活動の自己管理について」、「人間関係の構築について」という項目についても「自分で出来る」、「部分的な支援が必要」という形で修正しています。続いて「障がいの状況」という部分の７番目「嚥下が困難で食事時の支援について」では、これは食事のことなのか、嚥下のことなのかとてもわかり辛いという意見をいただいたため、「嚥下」の項目に絞ったうえで、見守り等の支援が必要なのか、全面的な支援が必要なのかという形で選択項目を修正しています。
　また、その下の「車いすの移動歩行について」という箇所で、車椅子での移動について聞いているのか、単純に歩行についての質問をしているのかわかり辛いという意見があったため、そもそも、歩行についてどのような支援が必要か、いらないのか、車椅子での支援が必要なのかという形で選択肢を変更しています。
　次のページです。この項目については、前回のアセスメントシートでは、家族と主な介助者両方を同じ項目一つでまとめて確認をするという形で記載をしていたのですが、実際に実施された相談支援専門員から「そもそも、介助者と家族は違うことが多いため、項目を分けたほうが記載しやすい。」という意見があったため、分けました。分けたことにより、主な介助者それぞれ「家族の場合」と「家族以外の場合」を聞く必要があるため、その選択項目を追加しています。
　次に「施設入所者アセスメントシート」です。こちらも「入所待機者アセスメントシート」と似た部分が多くあったため、それに合わせて修正をかけています。１枚目の「経済状況」で、主なものを選ぶという箇所については、入所待機者と同じように選択肢を追記して記載しています。
　次のページです。「地域社会資源の利用状況」についてですが、そもそもこれはいつの時点の社会資源の理由を聞いているのかという質問があったことから、今現在、使用している社会資源の状況を記載するように変更しています。また、その下の「地域生活への本人の思い」、「日常生活の状況」、「社会生活の状況」については、「入所待機者アセスメントシート」と同様に、関連する場所を修正して記載しています。
　次のページです。「障がいの状況」について、先ほどの入所待機者と同じように嚥下の部分と車いすの移動歩行についての箇所を変更しています。また、その下の「地域生活支援後の支援環境の状況」についても、「家族」と「家族以外」という形でそれぞれ記載ができるように変更しました。
　次のページです。「サービス等利用状況について」です。希望する地域移行先の市町村について聞く欄がありますが、地域移行先が決まっていない場合の「未定」という項目がなかったため、追記しています。上の項目に戻り、「地域移行に関する施設の理解」という箇所については、「理解がある」、「理解がない」という項目にしたほうがよいのではないかという意見もありましたが、項目はそのまま残したうえで、「前向き」、「後ろ向き」と記載しています。
　「施設入所者アセスメントシート」については、以上です。
　次に「強度行動障がい児者アセスメントシート」です。こちらは、先ほどの「入所者アセスメントシート」と違い、市町村に実施していただいたものです。新たに付け足した項目は、「行動関連項目１８点以上の者の数」という欄です。理由については、次期障がい者福祉計画の基本指針にこの項目があることから、追加しています。また、（２）地域内の社会資源の実態把握についても、中核的人材養成研修修了が要件の加算を取っている事業所数ということを追記しています。これについても、中核的人材養成研修を修了した事業所が出てくる可能性もあるため、その欄も追記しています。また、前回のシートには、この項目の中に実際の事業所名を記載してもらっていたのですが、項目を追加したことにより、実際の事業所名については、別途シートを作っており、一番最後のページである５ページ目にそれぞれのサービスの種類に合わせて、事業所名を記載してもらうように変更しています。
　シートの修正箇所については、以上です。引き続き、来年度以降のスケジュールについて説明しますので、スケジュール案を準備ください。
　記載のとおり、令和７年度の目標について、パートナーの地元市町で実施をしていただいたうえで、今、最終版を作成しており、来年度以降実際に府内全市町村で実施することになります。令和８年度については、記載のスケジュールどおりに実施いたしますが、まず、４月、５月の間でワーキングの皆さまで全体会議を開催したいと考えています。この会議では、最終版マニュアルの内容を踏まえて、市町村へ普及していく場合にどのように行えばよいか、パートナーの皆さまと一緒に検討をしていきたいと考えています。
　また、それと同時にこの地域アセスメント事業を知らない市町村もあるかと思うので、まず、完成したマニュアルを一斉に周知したのち、事業の全体説明をWEB等で実施する予定です。その後、５月から７月にかけて府内を圏域ごとに分けて、実際に現地へ行って説明をしようと考えています。また、大阪市、堺市については、もともと試行実施でも活用されていますが、個別に追加で必要だという事であれば、改めて説明に行こうと思っています。
　また、８月からは、圏域で説明をしたあともなかなか理解が難しい、もう少しここを説明してもらいたいなどの要望があるかと思うので、それに合わせて、市町村への個別対応を実施する予定です。
　今回の試行実施では、基幹センターと市町村が一緒に揃って聞いていただくこともあれば、市町村・基幹センター・相談支援専門員の皆さま揃って聞いていただいたなどの個別の対応もしているため、市町村の希望に合わせて対応をする予定です。
　８月以降は実際に個別説明を実施したあと、市町村でも随時、実施して欲しいと考えています。２月頃には、令和８年度の実施状況を集計して、ワーキングで、今年度は、実際にこのように説明をし、実際に市町村から提供された意見を改めて皆さまに周知したいと考えています。
　また、令和８年度の実施状況については、来年度３月頃実施予定のケアマネ部会でも状況報告をいたします。令和９年度以降については、令和８年度に実際に行ってもらいながら、「もう少しここはこのように説明をしたい。」とか、「市町村の相談支援部会に来て欲しい。」といった箇所のフォローアップができればと考えています。また、入所待機者調査と連動をさせながら、事業実施の状況報告の依頼も行っていく予定です。スケジュール案については以上です。
　事務局からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○部会長
　事務局より、議題１について説明がありました。ご質問、ご意見等いかがでしょうか。

○委員
　今回、パートナーでもあり、件数は多くはないのですが、堺市で実際に実施をしました。ただ、市の担当職員と相談支援専門員にどのように行っていただくかということがやはり課題でした。モデル市であっても、令和８年度、令和９年度も含めてどのように展開をしていくのかということは悩むところだと確認しています。ただ、選定をした方で、今回は、基幹センターの職員も同席可能な方がいたので、一緒に訪問をしたときにそもそも選定をした時点で地域移行の可能性のある方が選定をされていたということもあり、「地域で生活をしたい。」ということで、このアセスメントを実施した方が今後の生活に向けて相談につながったということがあるため、またこれを単にこなすというよりは、地域移行に向けた取組みのきっかけにはなるのではないかということは感じました。

○部会長
　はい。ありがとうございます。やはり、相談支援専門員が評価をするということの難しさはありますよね。

○委員
　通常のモニタリングにプラスアルファというか、本来は、定期的な確認の中で地域生活の意向を確認するという意図なのですが、それをどのようにしてうまく定期的なモニタリングの中に落とし込むかということがもし、今回のモデル市でよかった例などがあれば、その例をピックアップし、令和８年度の全体の実施の中で共有していくことがよいのではと思います。

○部会長
　委員の中で、今後、相談支援専門員がこのアセスメントシートを作成していくという促しの部分ですよね。そこで何か工夫があればとか、配慮があればしやすいということはありますか。

○委員
　和泉市で実際にパートナーとして、行ったのですが、来年度からということもあるため、和泉市では、これは一気にとはいかないのですが、このアセスメントシートを相談支援の基本フォーマットにしましょうかという話になっています。入所待機者になるならない関係なくこのフォーマットをベースにアセスメントにいきましょうかということで、全相談支援専門員が行うのかどうか微妙なのですが、１２月の段階で提案をし、次の部会で「このフォーマットでアセスメントを取っていきます。」という方が何名か挙がっているため、日常的に取ればよいのではないかという話になっています。
　もう一つが、「入所者アセスメント」です。待機者もそうですが、そこに関してはできれば部会か基幹センターベースでそのアセスメントを分析するというしくみを作ったほうがよいと思うのですね。
　例えば、入所者の方のアセスメントそれから、待機者のアセスメントといった場合に課題がたくさん出てくるだろうということで、そこで出てきた課題を各部会にエビデンスとして、課題抽出したものを渡すというそのような流れを作ることができればよいのではということで和泉市では、このアセスメントをただ取るだけではなくて、次の活用の方法を検討しているところです。
　ただ、先ほども申し上げたように、相談支援専門員がこのアセスメントシートを作るということが、手間になるかどうかという話でいうと、今回新しく取り組んだ方は、３０分から１時間はかかるということですね。一つの手間になるかと思うのですが。しかし、その手間がスキルを上げていくための一つのきっかけではないかと思います。初任者研修を受けたばかりの相談支援専門員がそのアセスメントシートを使いたいと前向きな方が多かったので、「それでは、これを使っていこう。」ということです。逆に、現任の方は、今までの自分のフォーマットがあるため、使いたくないみたいですが。新しく相談支援専門員になった方は、このフォーマットを使えばよいのではないかという話で、わりと前向きな意見が多かったのではと思います。以上です。

○部会長
　はい。ありがとうございます。市で積極的に採用してもらうという形で進んでいくと変わってくるのではと思うし、初任者研修での位置づけも今後、重要ですよね。
　施設の方へのアセスメントということは、やはり人の協力もそうですが、課題もあるのではという気もしました。ほかはいかがですか。

○委員
　先ほどおっしゃったように、正直なところ、このアセスメントシート自体は、手間がかかると感じています。ただ、このアセスメントをすることで状況把握ができるとは思っているのですが、あくまでもまだ令和７年度に関しては、パートナーの市町だけしか実施をしていないため、今後、すべての圏域に行っていくということなので、これから課題を把握して修正していけばよいものになるのではないかと思います。

○部会長
　はい。ありがとうございます。摂津市は、セルフプラン率も低い市になりますが、そのあたりで相談支援部会に入っていない方々にも裾野を広げるということはできそうですか。

○委員
　本市の場合は、ほとんどの方に相談支援が入っているため、そこは問題ないと思います。

○部会長
　やはり、相談支援のつながりというものがあるから、これだけ実施ができているということでしょうね。

○委員
　そうでしょうね。

○部会長
　はい。わかりました。一つ、今後相談支援専門員の方が作成ということについては、市に対する勧奨のための文書を作成したり、相談支援専門員の研修の中に入れていくという配慮が無いと、労力がかかるだけということになるので。
　ほか、このシートに対しての意見いかがですか。

○委員
　おおむね、修正をいただいたもので使ってもよいのではと思います。

○部会長
　新たに経済状況が入っていますが、１点気になったことは、「入所待機者アセスメントシート」の本人情報の「経済状況」と地域社会資源の「経済的制度による社会資源」といった場合に、本人の経済状況は「日常生活自立支援事業の利用」と書いてあり、「経済的制度による社会資源」は「地域福祉権利擁護事業」と書いてあるのは何か意図があるのですか。

○事務局
　『福祉のてびき』から引用して書いており、今の本人の状況がどうかという箇所と、社会資源としての経済をどのように使用しているかを分けて記載しています。

○部会長
　基本的には、同じ制度上のものだし、気になったことは、「安心サポート」などという言い方のほうがわかりやすい市の方もいるのではないかと思いますね。いかがですか。

○委員
　堺市には、「安心サポート」というよりも「後見」という感じの言い方をしている場合もあるので、市町村の愛称のようなものがあるのではと。

○部会長
　２つ書くこともありかとは思いますがね。揃えていただいたほうがよいと思います。
　入所待機者の部分で実際に実施をしてみての感想を聞きたいのですが、一つは、待機状況がどこまでわかったのかを聞きたいです。施設待機をしながら、グループホームの待機もしているかやすでにグループホームに入っていて、施設待機になっているかなど。それはこの中で集めることはできたのかということが気になっていることです。いかがですか。

○委員
　このアセスメントシートとは別で、待機者には、施設が今すぐ見つかれば入りたいかなどの調査を去年、一昨年と直近でも確認をしているので、このアセスメントシートと併せてというよりは別建てです。ただ今後は、リンクができればよいということは担当者もいっています。

○部会長
　どうでしょうか。各市町村の中で待機状況というところがしっかりと収集されているかということはいかがですか。

○委員
　私が一番、懸念していることが、次の調査結果の概要や報告の部分で、本市であれば、セルフプランはほとんどないので、相談支援専門員がモニタリングのときに入所待機者のアセスメントシート等を作成すればよいのかなと思っているのですが、セルフプランが非常に多い市町村にとっては、市町村職員がこのシートを作成しないといけないため、そこが現実、可能なのかどうかということはあるのですが。

○部会長
　それは間違いなくありますね。

○委員
　相談支援専門員であれば、モニタリングをするタイミングで機会を逃さずにすればよいのではと思っていたのですが、セルフプランが非常に多い市で、それが実際にできるかどうかと思いました。次の議題の調査結果報告を見たときに、ほかの市でセルフプランが非常に多い市などが見受けられたので、本当に現実、これを行っていくことができるのかどうかということです。せっかく作ったものの、そこが可能なのかどうかということが他市のことになってしまいますが、市としては非常に難しいのではないかと思います。
　これを府内全市町村に展開したときにどのくらいそのような意見が出てくるのかということは、少し懸念します。
　だからといって、非常によいものなので、行わないというのではなく、何かよい方法はないのかということはとても感じました。

○委員
　今後、全市町村に普及をするときに全市町村が行わないといけないことは、おそらく自分たちの市の入所者、待機者の把握、その方にセルフプランか、計画相談が付いているのかいないのかという把握からしなければいけないのではと。
　今回、モデル市として、まず担当者がどのくらい待機者の方に計画相談が付いているかという調査をしたうえで、今回、どうするかという確認があったのですが、本当に幸いといってよいのかどうかわかりませんが、９０パーセント以上の待機者の方に計画相談が付いていた方という現状がわかりました。やはり待機をされる方は、相談支援専門員を付けようという動きをしていたのだという一つの結果としてよかったのですが、市町村によっては、おっしゃるようにセルフプランが多いところもあるかと思うので、これをきっかけに待機者が入所し、福祉サービスの利用のきっかけにもなるということが大切なのではと思いました。単にアセスメントシートをしようというよりは、何か市町村の戦略であったり、そこにもうまくつながっていくようなものを。
　まず、最初にやらなければいけないことは、自分の市には、どのような対象の方がいるのかということをしっかりと把握することだと思います。


○部会長
　これは、最初から市町村職員の聞き取りがしっかりできるかどうかというと、かなり難しさがあり、協力してもらいながら進めるとはいっても基幹センター、委託相談も非常に大変な中、お仕事上の中でプラスアルファこれができるかどうか。仕様書の中にこれが入っているかどうかというと、入っていないのですね。
　どこの市町村もそうですが、基幹センター、委託相談の委託料の増加があまりにもしていないということで、仕様書の中身を加えるということは難しいということをよく聞きます。その中で、どこまでということはあるかと思います。
　市町村でセルフプランの方の状況把握は非常に重要なため、問題意識を持ってもらうということでは、まずは実行してもらうという方向性はよいと思います。そこは市町村が課題意識を持ちながら今後、進めていく必要性があると思います。
　ほかはいかがですか。先ほど言った待機者の状況を市町村で把握をしていて、それを併せて出してもらえるのであれば、それでもよいのかもしれませんが、やはり少しでも聞くほうがよいのであれば、今後、質問項目として検討してもよいのではという気はしています。
　ほかはいかがですか。このシートについて。３シートあわせて見ると気になった点が、強度行動障がいのシートは、番号がかなり書いてあるのですが、入所待機者と施設入所者には番号が書いていないので、これは書いておいたほうがあとの整理においてもよいと思いますね。

○事務局
　ありがとうございます。

○部会長
　ほかはいかがですか。実行されてみて特に気になった点などは。

○事務局
　ワーキングの中でも実際にパートナーの方に実施をしていただき、感想等で多かった意見としては、時間がかなりたくさんかかり、類似した調査がいろいろな時期にたくさんある中で、同様の項目を毎回毎回、回答をすることは大変だという意見をいただいています。ただ、パートナーの方もいわれていたのですが、目的が違うため、同じものとはいえ、回答しなくてもよいというわけにはいかないので、何とか回答してもらうために方法はないか。このアセスメント自体は、実施時期を定めたものではなく、相談支援専門員であれば、再アセスメントのタイミング、モニタリングのタイミング、施設入所者であれば、会いに行くことができるタイミングなど時期を指定していないことで、同じ内容を聞くことができる機会に同時に聞いてくださいということをおそらく来年度以降に大阪府のほうで、丁寧に市町村に説明をしていく必要があると考えています。
　セルフプランの多い自治体は市町村の皆さまにお願いすることになるし、また、相談支援専門員も日々忙しい中で、これを行っていただくことになるため、委員が言われたように「アセスメントを行ってみればとてもよい結果につながる。」と実感ができれば、少しずつ市町村の中で広がっていくのではないかと考えているので、来年度以降は、丁寧に説明をしていく必要があると考えています。

○部会長
　そうですね。やはり使用のタイミングや、そこは少し配慮をしていかなければいけないと思いますね。入力のしかたや、使いやすさなどそのあたりはいかがですか。特に問題はありませんでしたか。大丈夫ですかね。今はエクセルシートでの入力ということですね。

○委員
　おそらく、何回かするとだんだんスピードが上がって来るのですが、最初の１回目というのは考えながらのため、なかなか。慣れてくれば時間も短縮されるという。ただ、忘れた頃にもう１回それがあるかと思うので。

○部会長
　意見についても集約はしてもらっているので。
　このあたりの意見集約は、今後もしていく形ですか。

○事務局
　来年度以降市町村を回っているときに、質問をいただくかと思うので、それを集約したうえで、これは全市町村に通知をしておいたほうがよいと思う内容があれば、随時通知をしようと思っています。

○部会長
　そうですね。これはもう少し集約をしていかないと、課題が見えにくいのではと思うので、継続して集約をしてもらえればと思います。
特にアセスメントシートについてはよろしいでしょうか。大丈夫ですか。また今後実施をする中で、おそらくやり方がわからないとか、場合によっては苦情的なことが出てきた場合の窓口は、どのようになりますか。

○事務局
　大阪府の地域生活支援課になります。


○部会長
　大阪府で受け付ける。わからないことも大阪府で。

○事務局
　そうです。

○部会長
　そこも年数が経っていけば、主任がアドバイスをしたりするとか、現任研修に少し入れたりなどするとか。もしかすると、大阪府で質問の対応等が非常に出てくる可能性があるということを気にはしていますが、そのあたりも配慮はいただければと思います。

○事務局
　ありがとうございます。

○部会長
　アセスメントシートについては、よろしいですか。
スケジュールも出ましたが、スケジュールについても特に意見はありませんか。
　周知についても、現状は全市町村で理解をいただいているわけではないため、大阪府からも説明に行くということですね。WEB等も使ってということですかね。

○事務局
　マニュアルを出したのち、おそらく見ただけでは難しいため、いったん、全体説明をオンライン等で行いますが、オンラインで説明を聞いたとしてもおそらく理解が難しいかと思うので、全市町村を回ることができれば一番、よいのですが、圏域ごとに分けて、令和７年度のパートナーの皆さまも一緒に参加いただきながら「実際にこのようなことをやりました。」ということを説明しようと思っています。
　また、この圏域の説明についても市町村だけではなく、基幹センターの方や、委託相談の方々も一緒に来ていただき、聞いてもらうことを想定しています。

○部会長
　わかりました。スケジュールについても特にはよろしいですか。第１号議案については、今の課題を共有していただき、実施する中で見直しをしてもらえればと思っています。ここについては、番号付けということと、日常生活支援事業と地域福祉権利擁護事業の整理はしておいたほうがよいと思います。


○事務局
　ありがとうございます。


○部会長
　では、第２号議案を事務局から説明をお願いいたします。

○事務局
　第２号議案の「市町村の相談支援体制アセスメント実施結果について」です。資料２をご覧ください。これについては、第１回のケアマネジメント部会でも審議をした市町村の相談支援体制のアセスメントシートを市町村で実施した結果をまとめたものです。
　調査結果概要について調査期間、調査対象、回答状況は、画面に共有しているとおりです。時期が国の調査と重なっており、全市町村に回答をいただけておりませんが、４３市町村に依頼した結果、２２市町村に回答をいただき、結果をまとめています。
　２ページについて、「委託相談」主任の相談支援専門員がいる市町村が１８、基幹相談支援センターに主任相談支援専門員がいる市町村が１６となっており、主任については、設置していない市町村もありますが、委託相談のほうにたくさんいるという状況がわかりました。
　また、「相談支援専門員の質の向上や、人材育成に向けた取組みがある」と答えた市町村が１９、「地域で主任相談支援専門員が集まる場所がある」という市町村が１３です。人材育成の取組み内容については、記載しているとおり、「事例検討会の開催」、「自立支援協議会、部会内での研修会の開催」となっています。
　次のページです。「地域課題の抽出ができている市町村」については１４、また「地域課題の認定の場がある」という市町村は１５です。また、解決した地域課題の例については、「リーフレットの作成、勉強会などを行う合議体の設定ができた。」という回答がありました。
　また、次のページについては、自立支援協議会の情報交換会を毎年、年２回程度実施をしているのですが、２回目の令和８年２月４日に開催した分については、実際にこのアセスメントシートを活用しているアドバイザーから講義をいただき、また、このアセスメントシートを作成した市町村からも発表をいただき、その後、意見交換として参加者を９グループに分けて実施いたしました。
　アンケート結果は、抜粋ですが、記載のとおり、「地域課題の抽出という部分については、エビデンスが必要だということがわかった」「そもそもこのアセスメントシートは、作成することが目的なのではなくて、作成をしたあとにどのように生かしていくかという部分を行政と事業所で考える必要があると感じた。」とか、「行政と相談支援、民間事業所と地域の状況について共通認識を持つことが必要だということを改めて感じた。」という意見をいただいているため、このシート自体は引き続き市町村の中で活用いただきたいと考えています。
　次のページ以降については、参考資料ということで、回答いただいた市町村の数が少なかったということもあり、文字の記載にはなっているのですが、市町村で想定をしている相談支援専門員１名あたりの標準取扱件数は、記載のとおりで、また、相談支援専門員一名あたりの標準取扱件数も記載のとおりです。厚生労働省がおおむね設定している、３０名という範囲内におさまっていると考えています。また、市町村で不足している相談支援専門員の人数についても、回答した市町村が７市町村しかないといということもありますが、平均して７名と回答いただいています。事務局からの説明は以上です。

○部会長
　市町村の相談支援体制アセスメントの実施結果の概要ということで、報告がありました。これらの結果について、ご意見、ご質問等ありますか。

○委員
　アンケート自体が２２市町村ということで、また参考資料については、数が少ないのでどこまでが実際のことだという判断が難しいということもあるのですが、一番驚いたことが、７回答しかなかったため判断は難しいのですが、市町村が想定する不足している相談支援専門員の人数が７名と出ていて、相談支援専門員１人あたり３０名を持ったとして、７名で計算をされているのではと思うのですが、市町村の規模によっても違いますが、検証が難しいため回答も難しいとは思うのですが、ここに驚きました。

○部会長
　そうですね。実際には、もっとたくさん必要なのではと。平均値のため、よくわからないということがあると思いますね。この出し方というものも工夫がいると思います。障がい者数に対してとか、セルフプラン率に対してなどということで出していかないといけないのではという気はしますね。
　今回は概要ということで、本当に基本的な事項のみを挙げているため、詳細の部分というものは今後、出す予定ですか。

○事務局
　当初は、出す予定で考えてはいたのですが、実際に事業所の方からヒアリングをして、その内容を聞くという部分もあって、市からは「これは公表をするものですか。」という意見をいただいたこともあり、公表としてはこの結果概要のみを公表しようと考えているところです。

○部会長
　市町村の実態把握ということでは、非常に重要な基礎資料にはなってくるので、もしかすると、自分たちの市の現状が公になってしまうということに対する怖さがあるのではという気もします。集約をした部分についてはよいのではないかという気はするし、それこそ、先進的な部分というものは明らかにしていって、その市町村の良さという形でアピールしてもよいのではという気はするので、これだけの資料だともったいないですよね。

○事務局
　そうですね。この会議自体が公表ということもあり、大阪府のホームページにすべて資料は公開するのですが、市町村向けに実際にどのように回答をいただいたかというまとめは、市町村の内部限りでという形で共有することは大丈夫ではと考えていますのでまた事務局内で検討をさせていただきたいと考えています。

○部会長
　わかりました。またこの部会の中でも共有できればよいと思います。いかがですか。この実施状況についてのコメントはありますか。

○委員
　数字的になかなか見えにくい箇所はあるのですが、令和８年度、来年度はもう、第８期、第４期の計画の策定年度になるので、その意味でも支援の足らなさとか、セルフプランの数も含めて、これを機に各市町村が試算を出すような形で行っていただければよいのではと思います。そしてそこから推移などもこの部会で確認をしたり、ほかの資料も出るかと思うのですが、各市町村が把握をしている初任者研修の受講者が受講後どのようになっているのか、どれだけ新規相談支援専門員を配置しなければいけないのかということを各市町村でその戦略も兼ねて計画にも盛り込んでいただければと思いました。以上です。

○部会長
　ありがとうございます。また、市町村の実態把握ということでは、非常に重要だし、今後計画を作っていくといううえでも基礎資料になってくると思いますね。
　ほか、いかがですか。
　ではまた、この詳細の部分を分析する中で見えてきたことというものは、各市町村で把握をしていただくとともに、大阪府でも検討していただければと思います。議題２については以上にしておきます。
　続いて、議題３をよろしくお願いいたします。


○事務局
　議題３「令和７年度障がい者相談支援事業の実施状況等の調査結果概要について」説明いたします。資料３です。概要については、調査時点令和７年４月１日時点で、調査方法は、厚生労働省が指定する調査票に加え、大阪府が独自で追加した項目を調査しました。調査対象は、４３市町村、回答状況も４３市町村になっています。
　次のページです。厚生労働省の調査結果の項目を記載していますが、スライドの５です。基幹相談支援センターについては、９３％設置されている状況です。４０市町村、８１カ所ということで、未設置の３町についても令和８年度中に設置予定ということで、スケジュール等進んでいるところです。
　次のスライドで１０ページです。こちらについては、指定特定指定障がい児相談支援事業所等の数を平成３１年度からまとめたものです。令和７年４月１日の調査では、１，４１２の事業所数で、前年度に比べて約１００相談支援事業所数が増えているという結果がわかりました。
　次のページです。こちらが指定特定、指定障がい児相談支援事業所等で勤務している相談支援専門員の数をグラフにしたものです。こちらについても平成３１年度から経年でグラフにして示しています。従事する人数は、３，５８７名で、そのうち主任相談支援専門員を含んだ方ですが、３，０１８名が相談支援専門員として勤務していることになります。前年度の状況と比べると、２，７８８名であったところから３，０１８名に増えているため、２３０名相談支援専門員の数としては増えているのですが、実際に初任者研修を修了している数がおよそ６００から７００名ということを考えると、前年度の最後の部会で報告があったかと思いますが、およそ３分の１しか従事されていないという状況のため、こちらについては何らかの形で、来年度以降、大阪府の独自項目で調査できればと考えています。
　次の項目は、セルフプラン率になっています。傾向としては、前年度に比べると大阪府が少し上がっている状況です。ただ、どこかの市町村が特別に上がったから、セルフプランが上がったというわけではなく、どの市町村も少しずつ上がった結果、前年度に比べて高くなっているということです。
　次のページからは、大阪府の調査結果概要です。新規事業所数１６１カ所、また廃止事業所数が７６カ所。廃止理由については、事業所の移転や運営法人の変更、経営困難ということで、こちらについては、毎年の傾向と変わりありませんでした。
　重層的支援体制整備事業についても、令和８年度以降に実施予定の市町村が２、検討中が６、未定が８ということで、全市町村での実施には至っていませんが、引き続き検討をしていただきたいと考えています。
　また、令和７年度については、主任相談支援専門員の項目を多く質問させていただき、スライドの２２です。昨年度のケアマネ部会でも人材育成ビジョンを発出しており、主任相談支援専門員の役割について周知いたしました。こちらの中身を確認していただいた市町村に回答をいただいているのですが、２６市町村に留まっており、できれば、全市町村に確認をいただきたいと考えています。また、管内に主任相談支援専門員を配置しているかどうかを確認しました。「配置していない」と回答があった市町村については、記載のとおりです。また、調査時期が令和７年４月１日となっているので、実際には来年度、調査をするとここの部分は減ってくるのではないかと考えています。
　その下については、「配置をしていない理由」また、「配置している場合の配置に係る考え方」が自由記述で記載されています。配置していない場合には、「推薦可能な人材がいない。」と記載があるのですが、そもそも主任になるための経験年数が足りないのか、どのように考えた結果が推薦可能な人材がいないと答えられているのか把握していないため、記載のとおりとなっています。
　スライドの２４です。こちらは、主任相談支援専門員養成研修修了者を管内の指定相談支援事業所等に周知をしているかどうかということを確認しています。１９市町村で周知をしているという回答がありました。また、その下のグラフについては、「主任相談支援専門員に期待する役割」を複数選択で記載しています。「研修の企画」や、「研修講師」「相談支援体制等の意見の聴取」ということを期待されています。
　スライド２６です。「主任相談支援専門員による管内または、圏域における連絡会等を実施していますか。」という設問です。「実施している」と回答のあった市町村は１４で、開催回数については、１回で、一番多い所は５回。また、不定期開催だという回答がありました。検討されている内容については、記載のとおりで、事例の検討や、新任の相談支援専門員の研修、その他の内容が協議されているところです。
　スライド２８。こちらは、「主任相談支援専門員の配置加算の基準等について」を確認した内容になっています。「基準がある」と回答した市町村が１１、「基準がない」と回答した市町村が２５になっており、基準がない場合はその理由・課題等を自由記述、基準がある場合も自由記述がされています。「必要がないため」というのは、主任がいないため、「必要がない」と回答をいただいているのではないかと考えていますが、「地域で役割が明確になっておらず、設定ができない。」、また、加算Ⅰについては、「基幹以外の事業所が算定するための条件設定を検討している。」という回答があります。
　スライド２９です。「市町村においての相談支援の充実・評価に向けた課題」ということで記載されています。事業所の人材不足や、小規模事業所の増加という箇所については、毎年、回答をいただいている内容ではと考えています。
　スライド３０です。基幹相談支援センターについての質問です。「基幹相談支援センターの充実強化に向けた課題」また、「市町村独自の取組み」という部分を自由記述で記載いただきました。「強化に向けた課題」については、先ほどの市町村においての相談支援の充実強化と同様に、人材不足という回答がありました。また、独自の取組みとしては、多機関連携を見据えた日常生活圏での担当整理や、基幹相談支援センター連絡会を定期的に開催し、課題の共有や支援力の向上ということを回答されています。
　最後のスライドです。令和６年度の報酬改定により、課題と感じている部分についても自由記述で回答をいただいています。加算の申請になかなか事業者が対応できていないとか、複雑でわかりにくいという意見や、かかる時間や手間に比べて、加算などを算定できる状況であっても、書類を作るのが難しいという意見をいただいているため、引き続き国にはわかりやすい基本報酬の増という部分は要望をしていく予定です。
　また、最後の「意思疎通について」という箇所では、相談支援専門員以外の方で、独自で事業所で聴覚障がい、視覚障がいの方と意思疎通をするために、雇用をしている事業所があるかどうかということを確認いたしました。「事業所がある」と答えた市町村が４になっています。説明は以上です。

○部会長
　議題３の相談支援の調査の実施状況ですね。結果についての報告でした。何か意見、質問等はありますか。今回は、主任のことを聞いているという状況ですが。

○事務局
　事務局から補足ですが、国の調査結果については、毎年取りまとめたあとに、市町村の担当部局にデータ一覧を送付しており、自分の市町村だけではなくて、府内全市町村のデータを確認することができます。それを見ていただくと、管内の事業所や自分の市町村がほかの市町村と比べてどのような状況かという確認ができるようにはなっています。

○部会長
　はい。ありがとうございます。

○委員
　主任相談支援専門員の役割というか、おそらく大阪府で人材育成ビジョンを作成し、「このような役割です。」ということを研修でももちろん、主任相談支援専門員にも伝えているのですが、現状としては、２６市町村が確認をしたということで、その役割がうまく生かされていないことがもったいないのではないかということは感じています。
　本当に相談支援体制の中で、委託の中の主任であったり、基幹の主任であったり、地域の方の主任も出てきている中で、効果的に進めていくということで、少しずつ市町村の差が出てきているのではと感じています。

○部会長
　ありがとうございます。ビジョンを活用していただいているのですが、そうではない所も多いと思うし、一方では、このビジョンを基に地域の指定特定に配置されている主任が果たす役割が整理できたという意見も聞いているため、そのあたり、人材育成ビジョンを読み込んでもらい、市町村や自立支援協議会を通じて役割整理をしてもらわないといけないのではと思いますが、なかなかそれぞれの市町村で活用のばらつきがあるということが実際です。いかがですか。実施状況についてですが。
　セルフプラン率については、なかなか難しさがありますね。障がい者数が大幅に増加をしているという状況もあるし、またその増加の背景ということもどこまで障がい者の実態を表し、障がい者数が伸びているのかということも今、問題にもなってきていると思いますね。
　セルフプラン率の高い市町村は、問題意識を持ってもらうということが大事だと思います。ある市の事例を聞くと、セルフプランから計画相談に替えたいといった場合に断っているということをよく聞くのです。サービスが変わらない限りは、計画相談を付けませんという対応をしている市町村があるようなので、やはりそこは問題意識を持って、きちんと対応をして欲しいと思います。私が聞いたのは、虐待の事例だったので、計画相談を付けての対応に切り替えて欲しいということで動いたのですが。市町村で断られたと聞いています。本来、あってはいけない事例なのですが。
　あとは、重層的支援体制整備事業については、社会福祉法の改正でずいぶん、進めていくという方向性が示されそうなため、このあたりも見極めていくことが必要ではと思うし、相談支援の場合、課題把握から自立支援協議会の中での困難事例を検討していく、そしてさらには、地域で様々な専門家を入れて検討をしていくという中においては、この重層的体制整備事業は非常に重要だし、アウトリーチというものの位置づけもあるので、ここの制度に乗らない箇所も出てくるとは思うのですが、課題解決のためのしくみ作りは進めていただきたいので、ここも現状把握が大切だと思います。これは、進めるといっていても、実際には検討やしくみが動いていない所が多いのではという印象のため、実際は、「知る」ということが大事だと思います。ほかは、いかがですか。
　場合によっては、次年度はこれを調べて欲しいということですね。何かありますか。

○委員
　次年度でもよいのですが、初任者研修を受講した相談支援専門員の方の配置についてです。３割が就かれているのですが、それ以外の方はどこなのかということと、逆にその市町村のほうですぐに配置はしないけれども、要は、潜在的な相談支援専門員がこのくらいいるのだということで、市町村は把握しているのか。とりあえず研修を受けているけれども、相談支援専門員が増えないということも計画策定年度に入るので、そこを調査するというか、何とかするほうがよいと思うのですが、それはどのようにすればよいのか。研修体制の強化も非常に大事なので、指定研修事業者にも動いてもらえると思いますが。あと何人くらい、養成していかなければならないのかということを数値で表し、計画的にしていかなければいけないのではと思っています。そのための調査が必要だと思います。以上です。

○部会長
　ありがとうございます。相談支援専門員が実際に相談支援を行っているという状況ではないということですよね。そこはやはり、各市町村でも実態を把握しなければいけないし、委員が言ったように今後、どのくらい養成をしていくのかということですよね。
　初任者研修の指定研修事業者も一つ増えて、初任者研修の定員も増えたわけですが、やはり、応募をしたけれども落ちて、受講できなかったという方もおられるので、その方々が実は相談支援専門員として確実に働く見込みだとも聞いているので、そこの難しさがありますよね。申し訳ないですよね。きちんと就く予定だった人が落ちて、受かった人が就いていないというこの実態は。これは、もっと枠を広げればよいのか。申込みのときに状況を書いてもらい、そこで優先度を決めるという作業はしているのですが、やり方を見直したほうがよいのかどうか。

○事務局
　ありがとうございます。相談支援専門員の研修の倍率については、令和７年度は最終的に実際に申込みをされた数から受講された数を見ると、２．５倍くらいで推移はしており、前年度の３．５倍より少し下がっています。また、来年度の定員についても各研修事業者に努力をいただき、少し増やしてもらえる状況ではあるので、今年に比べて来年度については、ほんの少しではありますが、受講していただきやすい状況になるのではと思っています。

○部会長
　はい。わかりました。各市町村で研修を実施したあとの状況は、把握できているのですか。

○事務局
　こちらからインターバルを受けられる方の名簿は、各市町村に渡しているので、今年、相談支援専門員になった方が誰かということは、おそらく把握されていると思います。先ほど、委員がおっしゃった、実際にその研修を受けた人がどのようになっているかということについては、「その年度に受講した方が引き続き、相談支援専門員として勤めておられますか。」と問い合わせる形であれば、調査ができるのではと考えているところです。

○部会長
　就いていない理由ですよね。そこの分析が必要かと思います。配置予定が早い方ということで基本的には優先順位をつけているので、なぜ研修終了後に配置されないということになっているかということは知っておきたいと思いますね。ほかはいかがですか。
　今後は、相談支援専門員の実施状況というか、その件数などだけではなく、課題を抽出していく必要があると思っています。特に多機関連携や、事業所内でのピアスーパービジョンであるとか、事例検討の方法に持っていく方法の整理など、場合によっては、事業所との連携をすることが難しいなど。それこそ今は、相談支援専門員に対して、個別支援計画を各事業所、提出をしなければいけないということになっていますが、その提出がなかなかできていないところが多いとか、そこの実態も把握して欲しいし、あとは、怪しい事業所に対する相談支援員が入りにくいということも聞いているし、いつの間にか、自分の担当が外れていたとかいろいろな実態が今、出てきているので、課題はあると思います。
　一部、大阪府でも需給調整ということで、数量制限を始めるということも聞いているので、その実態に合わせて相談支援の体制もまた考えなければいけないと思っているため、今後、課題の抽出も進めていただければと思っています。
　何か意見はありますか。

○委員
　疑問ですが、市町村別のセルフプラン率によると、各市町村によってかなりばらつきがあるのですが、もともとセルフプラン率が非常に高い市町村の理由は、おそらく計画相談を付けると、そこで待機をしなければいけない期間がたくさん出るから、セルフプラン率が高いのか、逆にセルフプランではない人というのは、どのような人だと限定をされているのでしょうか。
　先ほど、委員がおっしゃったように、「サービスが変わらない限りは、セルフプランでいきます。」というルール決めがあるからセルフプラン率が高いということですか。

○部会長
　このあたりの分析は。例えば、障がい者のほうであれば、枚方市が非常に高くなっていますが、何か把握されていますか。

○委員
　高い市町村は、たいてい同じ理由なのですか。

○事務局
　今まで、セルフプラン率が高いのはなぜかということで、細かい箇所まで年度ごとに分析はしたことがないので、なぜ、高いのかということを来年度以降、市町村に投げかけていくタイミングがあるので、併せて理由を聞くことも一つではと考えているところです。
　毎年、高い所は同じように高いし、低い所は毎年低いという箇所もあるので、先ほど、部会長もおっしゃったように市の方針としてそのように決めているということであれば、アセスメントシートと関連をさせていきながら、検討いただきたいとは思っています。

○部会長
　そのため、また分析は必要かと思うので、集約をしていただければと思います。
　資料3についてはいかがでしょうか。意見はよろしいでしょうか。調査の項目案を決めるのは次回ですか。

○事務局
　調査自体が国に合わせて行うので、おそらく次のケアマネ部会のタイミングでは間に合わないのではと思い、今一定意見をいただいた相談支援専門員がどこにいるかや、セルフプランが高いという部分についてどのように考えているかということは、改めて聞くこともよいのではと考えています。

○部会長
　わかりました。皆さんにお伝えできるのであれば、今年度は少し足して、この項目を聞きますということで教えていただければと思います。

○事務局
　はい。よろしくお願いいたします。

○部会長
　では、議題３についてはよろしいでしょうか。
　以上で、すべての議題について議論していただいたということになりますが、前回のケアマネジメント部会で次年度については、アセスメントマニュアルの実施状況を評価するということが中心にはなってくるかと思うのですが、そればかりになってしまうと、ケアマネジメント部会として内容としては不足しているのではないかと僕は思っていて、前回委員から人材育成についてお話がありましたが、今後について何か意見はありますか。ケアマネジメント部会として人材育成などという部分で検討しなければいけないと思うことなどありますか。前回は、ファシリテーターの件で意見をいただいたと思うのですが、現状、何かありますか。

○委員
　今、相談支援初任者、現任、主任という形で養成研修がありますが、ファシリテーター自体が、ベテランファシリテーター、ベテラン講師陣で開催していますが、これからはもっと新しいファシリテーターで、さらにはそのファシリテーターも大阪府下均等にバランスよく出していくということが必要ではないかと思います。
　大きな意味でも養成体制、地域の人材育成と連携ができないかと思ったりしています。先ほどおしゃっていた相談支援の人材育成の課題は、アンケートで調査をして、その課題が個人的なものなのか、体制的なものなのかということをある程度、考えたほうがよいのではないかと思います。一事業所に任されている、一市町村に任されてしまっているということもあるのではないかと思ったり、相談支援の研修の中にそれを盛り込んでいったほうがよいのかどうか大阪府の今の相談支援の実情に合わせた研修の中身にしていくということもどうかと思いました。結果的に、ファシリテーターの養成をしていくというしくみがあったほうがよいのではと思っています。
　聞くところによると、やはり、スーパービジョンを含めて行っている地域とそうでない地域があるし、行っていない地域からはファシリテーターが来ないのですよ。そうするとそれだけで格差が出るため、そこも何か均していくという意識をもって、実態把握をしたほうがよいと思います。

○部会長
　ありがとうございます。実態把握ですよね。確かに市町村ごとに特徴があると思うし、ファシリテーターの養成研修を受けたからといって、ファシリテーターができるのかというとそうではないこともあるため、そこは市町村の中で困難事例を検討する場合のファシリテーターであるとか、スーパーバイザーという位置づけがどのようになっているのかという情報収集はしないといけないと思います。そしてそれに合わせて、研修というものをもう一度、考えていくということが必要ではないかと思います。
　次回にこれを議論するということだと、まだデータを集めることは難しいですよね。委員の皆さんのほうでも市町村でこのような特徴があるということを出していただければと思います。自立支援協議会を回っている中で、やはりファシリテーターの養成についての意見も多くあり、「ファシリテーターの研修をして欲しい。」などということもよくいわれるので、そのあたりは今後進めていくうえで重要な取組みになっていくと思います。
　ほかに何か、今後、取り組んだほうがよいと思う意見はありますか。よろしいでしょうか。ファシリテーター、スーパービジョンの養成については、課題意識を持ち、次年度にこの部会の中でも議論を深めていくことができればと思っています。
　メインになってくるのは、地域生活促進アセスメント事業の実施になるかと思うので、そこの実施状況もまた皆さんに注視していただき、次年度以降、ご意見を出していただければと思います。
　今年度のケアマネジメント推進部会の内容については、以上になります。最後に「これは言っておきたい。」ということはありますか。大丈夫ですか。
　では、本日出た意見については、事務局で取りまとめていただき、特に地域生活促進アセスメントマニュアルについては、令和８年度に府内全市町村に発出をするということで、実施に動いていきます。なお、事務局が作成した案ができ次第、委員には、メール等で確認をしていただくということになりますがよろしいでしょうか。
　はい。その形で次年度に向けて進めていきます。進行を事務局にお返しいたします。

○事務局
　部会長、委員の皆さま、本当にありがとうございました。特にアセスメントシートの記載ぶりについてご意見をいただいたため、その点を反映して、後日また、委員の皆さまに送らせていただきます。それを確認いただき、それでもなお、ご意見があれば個別にメールで承ります。その取扱いについては、我々事務局で内容を検討したうえで、場合によっては、部会長にも相談をして、取扱いを検討して決めていきたいと思います。
　そしてその作業が終われば、部会長もおっしゃったように全市町村に発出し、普及を進めていきます。
　それでは、これをもって「令和７年度第２回大阪府障がい者自立支援協議会ケアマネジメント推進部会」を終了いたします。長時間ありがとうございました。

○一同　ありがとうございました。
（終了）
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